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保
団
連
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク

次期診療報酬改定で厚労省に要請基
本
診
療
料
の

基
本
診
療
料
の

引
き
上
げ

引
き
上
げ

生活費の確保に窮する事態、
診療報酬の抜本的引き上げを

第23回医療経済実態調査　冨本昌之経税部長が談話

初
再
診
料
引
き
上
げ
、
か
強
診
、

同
一
初
診
中
の
算
定
制
限
な
ど
質
す

13
項
目
の
要
請
書
を
わ
た
す
吉
田

副
理
事
長
（
右
か
ら
３
人
目
）
と

川
村
雅
之
兵
庫
協
会
副
理
事
長

（
右
か
ら
２
人
目
）、
平
尾
副
理

事
長
（
右
端
）
＝
12
月
９
日
、
国

会
会
館

お得に借りる！お得に借りる！

期
2022年３月31日まで
間限定で通常金利より年0.4％優遇

【斡旋手数料】融資金額×0.1％

通常金利 年1.475％→ 年1.075％年1.075％　変動金利

融資限度額
3,000万円以内

新規開業資金
融資限度額
2,000万円以内
※診療報酬平均月額の30倍以内

子弟教育資金

ご融資利率
キャンペーン金利

通常金利 年1.275％→ 年0.875％年0.875％　変動金利

融資限度額
1億3,000万円以内
※診療報酬平均月額の30倍以内

設備資金
融資限度額
1,000万円以内
※診療報酬平均月額の６倍以内

運転資金

ご融資利率
キャンペーン金利

特別金利
キャンペーン
実施中！

お問い合わせは、大阪府歯科保険医協会／共済部
TEL 06－6568－7438まで

京都銀行提携融資京都銀行提携融資

　

保
団
連
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
は
12
月
９
日
、
次
期

診
療
報
酬
改
定
に
向
け
、
技
術
料
の
正
当
な
評

価
や
不
合
理
の
是
正
を
求
め
て
厚
労
省
に
13
項

目
の
要
望
書
を
提
出
し
懇
談
し
た
。
大
阪
歯
科

か
ら
は
、
吉
田
裕
志
、
平
尾
清
司
両
副
理
事
長

が
参
加
。
厚
労
省
か
ら
は
大
平
貴
士
保
険
局
医

療
課
課
長
補
佐
が
応
対
し
た
。

　

要
望
の
う
ち
、
①
基
本
診
療
料
の
引
き
上
げ

と
歯
初
診
の
施
設
基
準
の
廃
止
②
同
一
初
診
１

回
限
り
の
算
定
制
限
③
処
置
時
の
麻
酔
薬
剤
料

の
算
定
制
限
の
不
合
理
是
正
④
か
強
診
の
抜
本

的
改
変
と
Ｓ
Ｐ
Ｔ
、
Ｐ
重
防
の
再
編
・
整
理
⑤

医
管
・
総
医
の
施
設
基
準
の
見
直
し
―
―
を
中

心
に
当
局
の
考
え
を
質
し
た
。

　

基
本
診
療
料
に
つ
い
て
協

会
・
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
医

療
経
済
実
態
調
査
の
結
果
に

触
れ
、「
明
ら
か
に
二
極
化

が
進
み
、
平
均
値
は
上
が
る

け
れ
ど
も
、
損
益
差
額
の
最

頻
値
は
５
０
０
万
円
以
下
の

診
療
所
が
多
い
。
コ
ロ
ナ
禍

で
の
手
当
て
も
不
十
分
だ
っ

た
」
と
し
て
、
初
・
再
診
料

の
引
き
上
げ
を
求
め
、
あ
わ

せ
て
歯
初
診
の
届
出
を
廃
止

す
る
よ
う
求
め
た
。
大
平
氏

は
、「
歯
再
診
料
の
引
き
上

げ
は
こ
の
間
、
院
内
感
染
対

策
に
着
目
し
た
形
で
、
内
容

は
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る

が
、
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
」
と
し
、
歯
初
診
の

改
廃
に
つ
い
て
は
明
言
を
避

け
た
。
協
会
か
ら
は
、
歯
初

診
の
届
出
は
休
止
状
態
の
医

院
を
考
慮
す
れ
ば
実
質
１
０

０
％
で
あ
り
、
院
内
感
染
防

止
の
届
出
は
廃
止
す
る
よ
う

改
め
て
求
め
た
。

同
一
初
診
１
回
限
り

同
一
初
診
１
回
限
り

の
不
合
理
是
正
を

の
不
合
理
是
正
を

　

長
期
管
理
中
に
同
一
初
診

１
回
限
り
の
算
定
に
な
っ
て

い
る
不
合
理
是
正
に
つ
い
て

は
①
充
形
、
修
形
、
シ
ー
ラ

ン
ト
の
再
算
定
の
ル
ー
ル
の

明
確
化
②
義
歯
新
製
の
際
の

合
調
整
や
新
製
有
床
義
歯

管
理
料
は
装
置
単
位
に
③
同

月
内
一
回
限
り
と
な
っ
て
い

る
義
歯
調
整
料
を
必
要
に
応

じ
て
算
定
可
能
に
④
再
度
の

感
染
根
管
処
置
は
Ｔ
ｅ
Ｃ
で

経
過
観
察
中
で
も
算
定
可
能

に
―
―
な
ど
を
求
め
た
。

浸
潤
麻
酔
の

浸
潤
麻
酔
の

算
定
制
限
の
撤
廃
を

算
定
制
限
の
撤
廃
を

　

浸
潤
麻
酔
の
算
定
制
限
に

つ
い
て
は
、
抜
髄
や
感
根
処

な
ど
の
歯
内
治
療
時
、
充
形

や
修
形
な
ど
の
歯
冠
形
成
時

を
は
じ
め
、
１
２
０
点
以
下

の
処
置
で
あ
っ
て
も
歯
周
基

本
治
療
な
ど
の
算
定
制
限
を

撤
廃
す
る
よ
う
求
め
、
当

面
、
薬
剤
料
は
手
術
と
同
様

に
算
定
で
き
る
よ
う
求
め

た
。
大
平
氏
は
、「
改
定
率

が
決
ま
ら
な
い
限
り
、
動
け

な
い
。
ご
要
望
の
趣
旨
を
反

映
で
き
る
か
ど
う
か
は
そ
れ

か
ら
に
な
る
」
と
回
答
し

た
。か

強
診
の

か
強
診
の

整
理
・
再
編
を

整
理
・
再
編
を

　

か
強
診
は
地
域
包
括
ケ
ア

と
の
関
係
で
導
入
さ
れ
た
経

緯
か
ら
、
中
医
協
の
場
で
訪

問
診
療
の
実
績
が
今
後
も
追

及
さ
れ
続
け
る
。
Ｃ
ｅ
や
Ｓ

Ｐ
Ｔ
と
の
関
連
は
な
く
、
ど

の
医
療
機
関
で
も
取
り
組
め

る
も
の
に
つ
い
て
は
一
物
二

価
を
な
く
し
再
構
築
す
べ
き

だ
と
要
望
。
Ｓ
Ｐ
Ｔ
に
つ
い

て
は
「
歯
周
治
療
の
指
針
」

の
原
則
に
そ
っ
て
３
カ
月
メ

ン
テ
（
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ⅰ
）
を
基
本

と
し
、
歯
周
外
科
後
な
ど
歴

月
算
定
（
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ⅱ
）
に
再

編
・
整
理
す
べ
き
と
強
調
し

た
。
ま
た
、
Ｐ
重
防
に
つ
い

て
も
Ｓ
Ｐ
Ｔ
の
一
物
二
価
が

重
な
っ
て
体
系
を
よ
り
複
雑

に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、
歯
周
外
科
な
ど
で
ポ
ケ

ッ
ト
が
４
㎜
未
満
に
な
っ
た

場
合
で
も
骨
吸
収
が
著
明
な

重
症
例
は
Ｓ
Ｐ
Ｔ
で
管
理
す

る
よ
う
再
編
す
べ
き
と
指
摘

し
た
。
大
平
氏
は
「
Ｓ
Ｐ
Ｔ

な
ど
の
再
編
に
つ
い
て
は
、

検
討
案
は
あ
る
が
、
い
ま
は

公
表
で
き
な
い
」
と
回
答
し

た
。医

管
・
総
医
の

医
管
・
総
医
の

施
設
基
準
廃
止
を

施
設
基
準
廃
止
を

　

医
管
・

総
医
に
つ
い
て

は
、
施
設
基
準
を
廃
止
す
る

よ
う
求
め
た
。
特
に
、
常
勤

歯
科
衛
生
士
の
人
員
要
件

は
、

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
医

管
）
や
医
科
と
の
連
携
下
で

医
学
管
理
す
る
行
為
（
総

医
）
と
直
接
の
関
連
は
な
い

上
に
、
高
齢
・
過
疎
・
中
山

間
地
域
と
都
市
部
と
の
地
域

間
格
差
ま
で
生
み
出
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
。
存
続
の
場

合
で
も
、
医
科
と
の
連
携
実

績
が
あ
る
場
合
は
、
常
勤
歯

科
衛
生
士
の
要
件
を
緩
和
す

る
代
替
案
を
示
し
な
が
ら
当

局
の
考
え
を
質
し
た
。
大
平

氏
は
「
医
管
（
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
）
に
つ
い
て
は
、
対
象
疾

患
自
体
を
診
る
医
科
と
は
趣

旨
が
違
う
の
で
、
管
理
料
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
も

踏
ま
え
つ
つ
、
ど
う
評
価
す

る
べ
き
か
を
総
合
的
に
考
え

た
い
」
と
回
答
し
た
。

　

「
医
療
経
済
実
態
調
査
」

概
要
・
結
果
で
は
歯
科
医
療

機
関
で
大
多
数
を
占
め
る
個

人
立
の
経
営
状
況
が
、
２
年

前
の
同
調
査
結
果
よ
り
も
さ

ら
に
悪
化
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

個
人
立
全
体
平
均
は
、
医

業
収
益
で
コ
ロ
ナ
関
連
補
助

金
を
除
き
前
年
比
１
３
７
万

円
の
減
収
で
あ
る
が
、
金
パ

ラ
価
格
の
高
騰
や
消
費
税
増

税
に
伴
い
医
薬
品
費
・
歯
科

材
料
費
は
逆
に
増
加
し
て
お

り
、
費
用
面
で
は
ほ
ぼ
変
化

が
な
く
損
益
差
額
は
前
年
比

１
０
９
万
円
の
マ
イ
ナ
ス
と

な
っ
て
い
る
。

　

特
筆
す
べ
き
は
、
個
人
立

全
体
の
12
・
３
％
に
あ
た
る

「
最
頻
損
益
差
額
階
級
」
の

結
果
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
関
連

補
助
金
を
除
き
前
年
比
マ
イ

ナ
ス
２
４
６
・
６
万
円
（
伸

び
率
▲
９
・
９
％
）
の
大
幅

な
収
益
の
落
ち
込
み
に
伴

い
、
損
益
差
額
は
コ
ロ
ナ
関

連
補
助
金
を
除
き
前
年
比
マ

イ
ナ
ス
１
８
３
・
１
万
円
の

３
６
５
・
７
万
円
と
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
関
連

補
助
金
（
92
万
円
）
を
含
め

て
も
４
５
７
・
７
万
円
で
、

こ
の
金
額
で
は
生
活
費
の
確

保
に
窮
す
る
状
態
で
、
小
規

模
個
人
経
営
の
歯
科
医
院
は

事
業
に
要
す
る
借
入
金
の
返

済
や
医
療
機
器
等
の
更
新
に

充
て
る
資
金
な
ど
全
く
捻
出

で
き
な
い
。
ま
さ
に
歯
科
医

院
経
営
の
危
機
で
あ
る
。

　

固
定
的
経

費
は
今
後
も

増
加
が
見
込

ま
れ
る
。
す

べ
て
の
歯
科

保
険
医
療
機

関
で
質
の
高

い
歯
科
医
療

を
提
供
し
、

ス
タ
ッ
フ
の

雇
用
と
待
遇

確
保
、
適
正

な
委
託
技
工

料
の
支
払
い

を
実
現
す
る

た
め
に
は
、

基
本
診
療
料

と
基
礎
的
技

　

第
23
回
医
療
経
済
実
態
調
査
の
公
表
を
受
け
協
会
の
冨

本
昌
之
経
税
部
長
は
12
月
15
日
、
談
話
「
生
活
費
に
窮
す

る
危
機
的
事
態
、
診
療
報
酬
の
抜
本
的
な
引
き
上
げ
が
急

務
」
を
発
表
し
た
。
要
旨
は
次
の
通
り
。

術
料
を
中
心
と
す
る
診
療
報

酬
の
抜
本
的
引
き
上
げ
で
保

険
診
療
収
益
を
確
保
し
、
収

支
改
善
を
図
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
る
。

表　2021（令和３）年実施　中医協「第23回医療経済実態調査（医療機関等調査）報告」
歯科診療所（青色申告者を含む）
個人立「最頻損益差額階級」

2019年 2020年 金額の伸び率
（％）金額（千円）金額（千円）

Ⅰ 医業収益 24,887 23,34 ▲ 6.2
新型コロナ関連補助金を除いた医業収益 － 　 22,421 ▲ 9.9
　1.保険診療収益 22,500 20,697 ▲ 8.0
　4.その他（新型コロナ関連補助金） － 　 920 －
Ⅱ 介護収益 0 0 －
Ⅲ 医業・介護費用 19,399 18,763 ▲ 3.3
　１．給与費 7,544 7,052 ▲ 6.5
　２．医薬品費 276 307 11.2
　３．歯科材料費 1,821 1,945 6.8
　４．委託費 2,533 2,381 ▲ 6.0
　５．減価償却費 1,649 1,505 ▲ 8.7
　６．その他の医業費用 5,576 5,574 0.0
Ⅳ 損益差額（Ⅰ＋Ⅱ－Ⅲ） 5,488 4,577 －
（参考）新型コロナ関連補助金を除く損益差額 －　 3,657 －

施設数 58


